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■ はじめに／立地適正化計画の作成状況
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✔ ３４８都市が立地適正化計画について具体的な取組を行っている。（平成２９年３月３１日時点）

✔ このうち、１０６都市が平成２９年４月末までに計画を作成・公表。

➡制度創設時に国が設けたＫＰＩは１５０都市。
平成28年度末は、経過措置として、先行して都市再生整備計画事業（都市再構築戦略事業）の適用
を受けた市町の計画策定が多くみられた。
中には、明らかに事業のためだけの計画、というものもあり、今年度以降策定する計画に対し、国は
一層の指導を行う方針。

市町村が策定する「立地適正化計画」。
交付金等の重点配分等を鑑みると、計画を策定していること、ではなく、

“良い計画”を策定していることが、今後より一層必要とされている。

＜位置図＞
西脇市



■ はじめに／良い計画とは？
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✔ 平成26年8月に制度創設され、平成27年4月には「立地適正化計画策定の手引き」が作成された。
以降、平成28年4月、平成29年4月と２回の改訂が行われており、国の重視する項目が追加されている。

➡今年度の改訂では、
＊立地適正化計画は、都市計画マスタープランの高度版であるとともに、
将来のめざすべき都市像を実現する「戦略」としての意味合いをもつもの

＊様々な関係部局と連携を図り、それらの関係施策・計画との整合性や相乗効果等を考慮しつつ、
総合的に検討することが必要

＊従来からの都市計画による立地：お任せpull型（12類型の用途地域から選択）
立地適正化計画による立地：選んで誘導するpush型

✔ また、立地適正化計画はあくまで「課題解決のツールのひとつ」としている。

“良い計画”とは？（国交省）
＊立地適正化計画を作成することで何を変えて、何を実現しようとしているかが明確なこと
＊目標達成により期待される効果が定量化されていること

→明確なターゲットとストーリー、効果の定量化



■ はじめに／良い計画とは？
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＜参考：国様式＞



■ はじめに／良い計画とは？
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西脇流コンパクトシティの形成に向けて

✔ 平成29年5月の財政制度分科会では、
新規投資の重点化・効率化の徹底～「コンパクト・プラス・ネットワーク」の支援等の重点化～

が報告され、計画評価のひとつの指標として、『都市機能誘導区域面積の市街化区域等面積に対する
割合』が明記。

“良い計画”とは？（財務省）
→“市町のがんばり”を図る指標として

“市街化区域に対する都市機能誘導区域の割合”で判断の傾向

（出典）財政制度分科会（平成29年5月10日開催）／資料３ 社会資本整備（Ｐ7）



■ はじめに／区域設定によって、何が変わるのか
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西脇流コンパクトシティの形成に向けて

居住誘導区域
・平成31年度以降、都市再生整備計画事業の対象区域（計画未作成の場合、駅1ｋｍ圏等のみ）

・都市機能誘導区域内の誘導施設の整備の際のように、国の支援メニューは皆無
・区域外の場合は届出義務が発生（ただし、一定規模以上の開発及び建築等行為）



■ はじめに／区域設定によって、何が変わるのか
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西脇流コンパクトシティの形成に向けて

都市機能誘導区域
・区域内に誘導施設と位置付けられた施設整備の際に、
補助(交付金)対象施設であれば、都市再生整備計画を策定し、国の支援を受けられる

・区域外の場合は届出義務が発生



■ はじめに／まとめ
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西脇流コンパクトシティの形成に向けて

・人口減少に合わせて、関係部署における事業や計画などによる、
インフラ整備や線引き以外で、どのように人をコントロールするのかを示すこと。

・福祉や教育など、これまでまちづくりに関わってこなかったものを活用し、
引っ越し行動を起こさせる、生活行動を変える方向に向かわれること。

・解決したい課題を明確にして、
誰のために、どのように、どんな施設を、何処に立地するのかを考えること。

・その効果が分かるように定量的に示すこと。

・部局間で課題、ターゲットを共通すること。

・計画策定（区域設定）に当たり、足し算型と引き算型がある。

・計画はいつでも変更可能。具体的になれば追加等すること。

・誘導区域の設定において、課題解決の内容等をレイヤーに複数設定可能。

これらより、まちの課題に対し、
誰に対し（対象者等）、
どのように（施策、事業、施設等）、
どうなるのか（成果、効果）を定量的に示すこと（目標・成果の指標等）

が必要で、対応する課題や施策等によりどう変わるのか（変えるのか）を示していく。



■ 区域設定の考え方
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西脇流コンパクトシティの形成に向けて

○国の考え方

立地適正化計画では、法定区域として居住誘導区域および都市機能誘導区域を定めることが必要。

・居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、
生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域。

・都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約する
ことにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域で、居住誘導区域の中に設定。

・また、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設※を誘導施設として定める。

※都市機能増進施設：居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、
都市機能の増進に著しく寄与するもの。

▼居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定イメージ

（「国土交通省 資料」より）

● 立地適正化計画に定める区域等

※国の基準

【居住誘導区域に含まないこととされている区域等】

・居住誘導区域に含まないこととされている区域：市街化調整区域 等

・原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域：土砂災害特別警戒区域 等

・災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、または軽減するための施設の
整備状況や整備の見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではない
と判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域：土
砂災害警戒区域、浸水想定区域 等

・居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行なうことが望ましい区域：
＊工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されている区域
＊特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域
＊過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域
であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと
市町村が判断する区域

＊工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区
域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域

（「都市計画運用指針」より）


